提出書類一覧表（木造住宅の除却事業）
○申請前
	番号
	書類名
	確認

	1
	耐震診断の結果の報告書(別記様式1)
	□

	2
	建築時期を明らかにする書類
	□

	
	□　建物の登記事項証明書
	

	
	□　建築確認通知書
	

	
	□　課税明細書(建築年が確認できるもの)
	

	
	□　建物現存証明
	

	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	

	3
	耐震診断結果報告書
	□

	4
	建物の付近見取図（縮尺が2,500分の1以上の地図）
	□

	5
	各階の平面図(図面がない場合には手書きで作成し、部屋名記入したもので可)
	□

	6
	上記1～4の書類の写し(申請時に添付)
	□



○申請時
	番号
	書類名
	確認

	1
	木造住宅の除却事業費補助金交付申請書（様式第3号）
	□

	2
	補助事業に要する経費の見積書の写し
	□

	3
	申請前の報告時に提出した書類(申請前の1～4)の写し
	□

	4
	工事の施工前の状況が分かる写真
	□

	5
	住宅の利用状況報告書(別記様式6)
	□

	6
	地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告等を受けたことが分かる文書(別記様式5)の写し
	□

	7
	所有者以外による申請の場合は当該事業を行うものであることがわかる書類の写し(任意様式)
	□

	8
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	□



○完了時
	番号
	書類名
	確認

	1
	完了報告書（様式第4号）
	□

	2
	工事請負契約書の写し
	□

	3
	領収書の写し
	□

	4
	全景の工事の完了時の写真
	□

	5
	請求書（市様式　※交付決定通知書とともに送付されたもの）
	□

	6
	建築物除却届の写し
	□

	7
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	□



○変更時
	番号
	書類名
	確認

	1
	既存建築物耐震性向上事業計画変更等承認申請書(様式第7号)
	□

	2
	変更内容が分かる書類
	□




別記様式1
　　年　　月　　日

耐震診断の結果の報告書

　三島市長　あて
	報告者
	住　所
	法人にあっては、その主たる事務所の所在地

	
	氏　名
	法人にあっては、その名称及び代表者の氏名



木造住宅の耐震診断の結果について報告します。この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

1.木造住宅の所有者
　□報告者と同じ
　□報告者と異なる場合：住所　　　　                  　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　        ：氏名　                  　　　　　　　　　　　　　　　
2.所在地　三島市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.建設時期　　　明・大・昭　　　　　　年　　　　　月
4.面積　　1階　　　　　ｍ2　　　2階　 　　　　　ｍ2
5.診断者　氏名　　　　        　　　
資格　静岡県耐震診断補強相談士　第　　　　　　　　号
6.診断日　　　　　年　　月　　日
7.耐震診断の結果　X方向　　　　　　　Y方向　　　　　　　　　
8.診断の方法
[bookmark: _Hlk136502526]□　平成18年1月25日国土交通省告示第184号の別添による方法
□　平成18年1月25日国土交通省告示第184号の別添による方法に準ずる診断方法
□　一般財団法人日本建築防災協会による方法（□一般診断法、□精密診断法）
（備考）
1.次に掲げる図書を添付すること。
（1）付近見取図(縮尺が2,500分の1以上の地図)
[bookmark: _GoBack]（2）建築時期を明らかにする書類
（3）耐震診断結果報告書
（4）各階の平面図

様式第3号（第4条関係）

木造住宅の除却事業費補助金交付申請書

　　年　　月　　日　
　　三島市長　　あて
	

	　　　申請者
	住　　所
	法人にあっては、その
主たる事務所の所在地

	
	
	
	

	
	
	氏　　名
	法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

	
	
	電話番号
	



　　木造住宅の除却事業に係る補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

1 　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 　建設時期　　　　　　　　　年　　月

3 　面　　積　　1階          ㎡、 2階          ㎡

4 　耐震評点　　Ｘ方向　　　　　　　Ｙ方向　　　　　
　　実施事業名称等（該当するものを○で囲む）
　　・わが家の専門家診断事業（　　　　年実施）
　　・木造住宅補強計画策定事業（　　　　年実施）
　　・既存建築物耐震診断事業（　　　　年実施）
　　・その他の耐震診断（受講講習会名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　診断者　氏　名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　資　格　静岡県耐震診断補強相談士　第　　　　　　　　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　（　　　）建築士（　　　　）登録　第　　　　　　　号
　　　　　　　　　　建築士事務所名　（　　　　　　　　　　　　）建築士事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）知事登録　第　　　　　　　号
　
5 　補助対象工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　円

6 　補助申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　
7 　工　　　　　期　　契約予定日　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　補助事業完了予定日　　　　　年　　月　　日

備考　借家については、入居者の同意を得た上で所有者が申請するものとする。


別記様式6

住宅の利用状況報告書

	現在の利用状況について
	①利用の状況について
□所有者等が居住
□借家等
（□一軒家、□長屋、□共同住宅、□アパート、
□その他（　　　　　　　　　　　　　　））
□空き家（□買取再販事業者の物件を購入）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
→③へ
→③へ


→②へ
→③へ

	
	②空き家の期間
□一年未満
□一年以上
	
→③へ
→③へ

	除却後の利用方法について
	③除却後の敷地の利用方法
□所有者等の自己の住宅を新築
□借家等（長屋、共同住宅、アパート等）を新築
□更地
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
→終了
→⑤へ
→④へ
→⑤へ

	
	④更地の利用方法
□所有者等の自己の敷地として利用
□売却
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
→⑤へ
→⑤へ
→⑤へ

	
	⑤除却後の所有者等の住居について
□現在の住居のまま
□別敷地に新築（建替え）
□別の物件に住替え（□住替え後一年未満）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
→⑥へ
→⑥へ
→⑥へ
→⑥へ

	
	⑥除却後の住居の耐震性※について
□新耐震
□旧耐震（□耐震補強済：根拠　　　　　　　　　　）
	
→終了
→終了


※新耐震とは昭和56年5月31日より後に着工した建物の事を指し、
旧耐震とは昭和56年5月31日以前　に着工した建物の事を指す。

この住宅の利用状況は上記のとおり相違ありません。


申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　




別記様式2
第　　　号
年　月　日

　　　　　　　　　　様
三島市長　豊岡　武士　印
(特定行政庁)
住宅の耐震改修等について

下記の住宅については、耐震診断を行った結果、倒壊の危険性があると判断されましたので、地震に対して安全な構造となるよう、耐震改修等を行うことをお勧めします。

記
１．所在地
２．構造及び階数


様式第4号(第10条関係)

年　　月　　日

　　三島市長　　　　様

	住所
(所在地)
	

	名称
	

	氏名
(代表者名)
	



補助事業完了報告書

　　　　　　年　　月　　日付け三島市指令第　　　　号に係る事業が次のとおり完了したので報告します。
記
　1　完了の年月日
　2　事業の内容及び成果　　別紙のとおり
　3　収支決算書　　　　　　別紙のとおり
　4　補助金等の交付申請書と相違した場合は、その理由

　5　交付決定を受けた額
　6　その他

	
　上記報告事項について審査しました。

　　　　　　　年　　月　　日
審査(検収)担当者氏名　　　　　　　　㊞
審査結果の意見







様式第7号（第6条関係）

既存建築物耐震性向上事業計画変更等承認申請書

年　　月　　日　

　　三島市長　　あて
	

	
　　　申請者
	住　　所
	法人にあっては、その
主たる事務所の所在地

	
	
	
	

	
	
	氏　　名
	法人にあっては、その名称及び代表者の氏名



　　　　　年　　月　　日付け三島市指令第　　　　号により既存建築物耐震性向上事業に係る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業の内容の変更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象経費の額の変更
補助金の交付決定を受けましたが、　補助事業の中止　をしたいので、次のとおり申
　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業の廃止

請します。

1 　事業の区分　　　□　非木造住宅の耐震診断事業等
　　 　□　木造住宅の耐震改修事業
　　　　　　　　　　　 ■　木造住宅の除却事業
　　　　　　　　　　 　□　建築物の耐震改修事業

2 　変更等の内容




3 　変更等の理由



第四十一号様式（第八条関係）（Ａ４）

建築基準法第15条第１項の規定による
建築物除却届
（第一面）

年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　知事　様
除却工事施工者
郵便番号
住所
氏名
電話番号


※受付経由機関記載欄

（第二面）
	【1.除却予定期日】　　　　　年　　月　　日

	【2.除却場所】

	【3.主要用途】(1)居住専用建築物　　　（　　　　）
　　　　　　　(2)居住産業併用建築物　（　　　　）
　　　　　　　(3)産業専用建築物　　　（　　　　）

	【4.除却原因】□(1)老朽して危険があるため　□(2)その他

	【5.構造】　　□(1)木造　　　　　　　　　　□(2)その他

	【6.建築物の数】

	【7.住宅の戸数】　　　　　　　　戸

	【8.建築物の床面積の合計】　　　　　　　　　　　㎡

	【9.建築物の評価額】　　　　　　　　　　　　　千円































以下の２ページは「建築物除却届」の記入方法の説明のため印刷不要 です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注意）
1.第一面関係
　※印のある欄は記入しないでください。
2.第二面関係
　①　各欄は、除却しようとする建築物について記入してください。
　②　３欄において「(1)居住専用建築物」に該当する場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで括弧内に記入してください。
	主要用途の区分
	記号

	居住専用住宅（附属建築物を除く。）
	01

	居住専用住宅附属建築物（物置，車庫等）
	02

	寮，寄宿舎，合宿所（附属建築物を除く。）
	03

	寮，寄宿舎，合宿所附属建築物（物置，車庫等）
	04

	他に分類されない居住専用建築物
	05


　③　３欄において「(2)居住産業併用建築物」又は「(3)産業専用建築物」に該当する場合は、産業の用に供する部分について、次の表の記号の中から該当するものを選んで括弧内に記入してください。また、一敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の建築物があるときは、記入に際しては、その部分と除却しようとする部分とを総合して判断してください。
	主要用途の区分
	記号

	農林水産業
	農業，林業，漁業，水産養殖業
	11

	鉱業，採石業，砂利採取業，建設業
	鉱業，採石業，砂利採取業
	12

	
	建設業
	13

	製造業
	食品製造業，飲料・たばこ・飼料製造業，繊維工業，木材・木製品製造業，家具・装備品製造業，パルプ・紙・紙加工品製造業，印刷・同関連業，プラスチック製品製造業（記号15から記号18までに該当するものを除く。），窯業・土石製品製造業
	14

	
	化学工業，石油製品・石炭製品製造業
	15

	
	鉄鋼業，非鉄金属製造業，金属製品製造業
	16

	
	はん用機械器具製造業，生産用機械器具製造業，業務用機械器具製造業，電子部品・デバイス・電子回路製造業，電
	17

	　
	気機械器具製造業，情報通信機械器具製造業，輸送用機械器具製造業
	　

	
	ゴム製品製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業，その他の製造業
	18

	電気・ガス・熱供給・水道業
	電気業
	19

	
	ガス業
	20

	
	熱供給業
	21

	
	水道業
	22

	情報通信業
	通信業
	23

	
	放送業，情報サービス業，インターネット附随サービス業
	24

	
	映像・音声・文字情報制作業（新聞業及び出版業を除く。）
	25

	
	映像・音声・文字情報制作業（新聞業及び出版業に限る。）
	26

	運輸業
	鉄道業，道路旅客運送業，道路貨物運送業，水運業，航空運輸業，倉庫業，運輸に附帯するサービス業
	27

	卸売業，小売業
	卸売業，小売業
	28

	金融業，保険業
	金融業，保険業
	29

	不動産業
	不動産取引業，不動産賃貸業・管理業（駐車場業を除く。）
	30

	
	不動産賃貸業・管理業（駐車場業に限る。）
	31

	宿泊業，飲食サービス業
	宿泊業
	32

	
	飲食店，持ち帰り・配達飲食サービス業
	33

	教育，学習支援業
	学校教育
	34

	
	その他の教育及び学習支援業（社会教育に限る。）
	35

	
	その他の教育及び学習支援業（学習塾及び教養・技能教授業に限る。）
	36

	
	その他の教育及び学習支援業（記号35及び記号36に該当するものを除く。）
	37

	医療，福祉
	医療業，保健衛生
	38

	
	社会保険・社会福祉・介護事業
	39

	その他のサービス業
	郵便業（信書便事業を含む。），郵便局
	40

	
	学術・開発研究機関，政治・経済・文化団体
	41

	
	その他の生活関連サービス業（旅行業に限る。）
	42

	
	娯楽業
	43

	
	宗教
	44

	
	物品賃貸業，専門サービス業，広告業，技術サービス業，洗濯・理容・美容・浴場業，その他の生活関連サービス業（旅行業を除く。），協同組合，サービス業（他に分類されないもの）（記号41及び記号44に該当するものを除く。）
	45

	国家公務，地方公務
	国家公務，地方公務
	46

	他に分類されないもの
	他に分類されないもの
	99


　④　４欄及び５欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

